
質問事項 回 答

1
＜応募資格③＞
共同企業体（ＪＶ）など構成員としての実績は有効か。

有効。ただし、事業主体と直接契約締結した者（共同企業
体（ＪＶ）の場合は構成員）に限ることとし、事業主体と
直接契約締結していない協力事務所（再委託）は不可。

2
＜応募資格③＞
公共建築の実績に改修工事（耐震改修を含む）は含まれる
のか。

建築基準法（昭和25年法律第201号）第2条第13号から第15
号までに定める建築、大規模の修繕又は大規模の模様替え
に該当する部分が2,000㎡以上のものとする。

3
＜応募資格③＞
国立大学の施設は公共建築に含まれるのか。

含まれる。

くまもとアートポリスプロジェクト甲佐町住まいの復興拠点施設整備設計に係る
公募型プロポーザルに関する質疑回答

【応募資格に関する事項】


